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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の口に重なる前側フランジと、前記患者の口腔と通じている開口部と、を画定する
内視鏡用咬合阻止器であって、
　前記開口部が、前記患者の口腔内に延在し、近位端部及び遠位端部を有する第１チャネ
ル部材を含み、前記第１チャネル部材が、第１チャネルを画定する下方面及び上方面を有
し、前記上方面が、前記近位端部及び前記遠位端部と一致する第２チャネル部材の開口部
である第２チャネルを画定し、前記患者にガスを送達する又は前記患者の呼気を監視する
ための管を前記第２チャネルに連通させるように支持する第１支持部材が、遠位方向にお
よそ前記前側フランジの厚さだけ延在するように前記第１チャネルと前記第２チャネルと
の中間に配置され、前記前側フランジから近位に延在する、内視鏡用咬合阻止器。
【請求項２】
　前記第１チャネル部材が楕円形である、請求項１に記載の咬合阻止器。
【請求項３】
　前記第２チャネル部材が、第１弓形サブチャネル及び第２弓形サブチャネルを含む、請
求項１に記載の咬合阻止器。
【請求項４】
　第２支持部材が、前記前側フランジから近位に延在する、請求項１に記載の咬合阻止器
。
【請求項５】
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　指又は手術器具に適合する大きさの第１チャネルに隣接する孔を更に含む、請求項１に
記載の咬合阻止器。
【請求項６】
　前記第１チャネルが、前記遠位端部から前記近位端部に向かって延在する横方向切欠部
を含む、請求項５に記載の咬合阻止器。
【請求項７】
　前記第２チャネル部材が、前記患者にガスを送達する又は前記患者の呼気を監視するた
めの管に適合する大きさである、請求項１に記載の咬合阻止器。
【請求項８】
　前記第２チャネル部材が、前記患者にガスを送達するための管及び前記患者の呼気を監
視するための管に適合する大きさである、請求項１に記載の咬合阻止器。
【請求項９】
　内視鏡処置を実施するためのキットであって、
　ａ．患者の口に重なる前側フランジと、前記患者の口腔と通じている開口部と、を画定
する咬合阻止器であって、前記開口部が、前記患者の口腔内に延在し、近位端部及び遠位
端部を有する第１チャネル部材を含み、前記第１チャネル部材が、第１チャネルを画定す
る下方面及び上方面を有し、前記上方面が、前記近位端部及び前記遠位端部と一致する第
２チャネル部材の開口部である第２チャネルを画定し、前記患者にガスを送達する又は前
記患者の呼気を監視するための管を前記第２チャネルに連通させるように支持する第１支
持部材が、遠位方向におよそ前記前側フランジの厚さだけ延在するように前記第１チャネ
ルと前記第２チャネルとの中間に配置され、前記前側フランジから近位に延在する、咬合
阻止器と、
　ｂ．ガスを受容するための第１孔と、ガスを送るための第２孔と、ガスを前記患者に送
達するための第３孔と、前記患者からガスを受容するための第４孔と、を有するカニュー
レであって、前記第２チャネル部材が、前記第３及び第４孔に適合する大きさである、カ
ニューレと、
　を含む、キット。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔技術分野〕
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、米国仮特許出願第６０／９４１，７０７号（２００７年６月４日出願）の優
先権の利益を請求し、その内容は本明細書に参照により全文が組み込まれる。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、一般に、内視鏡手術で用いるための咬合阻止器、具体的には、鎮静及び鎮痛
システムを伴う処置で用いるための内視鏡用咬合阻止器に関する。
【０００３】
〔背景技術〕
　一部の医療処置中、特に内視鏡処置中、内視鏡のような医療機器を口腔内に挿入し、患
者の気管又は食道に下ろすことが必要である。このような処置では、内視鏡から患者の口
を、及び患者の口から内視鏡を保護するために、咬合阻止器又はマウスガードを用いるこ
とが一般的である。咬合阻止器又はマウスガードは、本質的に患者の口を開いた位置に維
持して、内視鏡が通過できる開口部を提供し、患者が、かなり高価であることが多い内視
鏡器具を噛むのを防ぐ。このように機能することができる咬合阻止器は、当該技術分野に
おいて周知であるが、鎮静及び鎮痛送達及び患者の監視システムとともに用いるよう設計
された咬合阻止器は知られていない。
【０００４】
　快適性を向上させ、スコープの前進に対する患者の抵抗を低減するために、患者は、内
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視鏡処置中鎮静されていることが多い。具体的な鎮静剤が呼吸抑制薬である場合、換気過
少、酸素飽和度の低下及び無呼吸を含む、患者の呼吸に関連する特定の周知のリスクが存
在する。これらのリスクを軽減するために、補給酸素及び呼吸監視が利用されることが多
い。補給酸素の投与及び監視用呼吸ガスのサンプリングの両方とも、患者の呼吸器オリフ
ィスに接近することが必要であり、これは通常口－鼻カニューレを介して達成される。し
かしながら、同時に、内視鏡の管理、補給酸素の送達、及び口腔を介した呼吸ガスのサン
プリングを行うとき、時に困難が生じる。口腔が内視鏡専用に確保されており、酸素送達
及び呼吸のサンプリングのために鼻道が用いられる場合、困難は非常に低下する。残念な
がら、この方法は、患者が処置の間鼻道のみを通じて呼吸することが必要であるが、現実
世界のシナリオには当てはまらない。
【０００５】
　それ故、口及び鼻からの酸素送達及び呼気サンプリングと同時に、口腔で内視鏡を操作
することを可能にするために、鎮静を必要とする内視鏡処置が望ましい。実際に、一緒に
用いるように設計されていない機器で口腔を通じて３つの行動全てに同時に適応すること
が困難であると分かるには、それ程想像力を必要としない。内視鏡が処置の主な焦点であ
るとき、当然それが他の２つの機能よりも口腔使用の優先権を得ることになる。内視鏡に
集中している間、口－鼻カニューレは、スコープの操作中かなりたやすくぶつかったり移
動したりするため、その経口孔が口腔から遠すぎる位置に放置され、また、時に鼻道に傷
をつけることがある。その結果、補給酸素の投与及び呼吸ガスのサンプリングにおける有
効性が低下し、これはひいては患者の安全を損なう恐れがある。
【０００６】
　更に、現在の実務では、一部の医師は、指を用いて、内視鏡を口内へ導き、患者の気管
又は食道へ下ろすのを補助する。そうするために、医師は、気管又は食道への開口部付近
で内視鏡を制御するために、患者の口の内側、咬合阻止器の外側に指をつける場合がある
。これは、指を少なくとも咬合阻止器の端部の深さに挿入することが必要であり、それに
よって咬合阻止器があちこちに移動する場合がある。これは、内視鏡の操作及び指の挿入
に関連して咬合阻止器を押している間中、カニューレの経口孔が意図せず口腔から離れて
移動する恐れがあるというリスクが増す。
【０００７】
〔発明の概要〕
〔発明が解決しようとする課題〕
　それ故、本発明の目的は、口－鼻カニューレの経口孔を位置づけ、保護する手段を備え
る咬合阻止器を提供し、内視鏡診断又は手術、補給酸素の送達及び呼吸サンプリングのた
めに、口腔の同時使用を容易にすることである。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明の新規特性を、添付の特許請求の範囲に具体的に記載する。しかしながら、その
更なる目的及び利点とともに、組織及び操作方法に関して、本発明自体は、添付図面とと
もに、以下の説明を参照することにより最良に理解され得る。
【図１】本発明による咬合阻止器の正面斜視図。
【図２】本発明による咬合阻止器の背面斜視図。
【図３】患者の口の断面図に示した、本発明による咬合阻止器の側面図。
【図４】処置中に用いられるように接続されている、本発明による咬合阻止器、及び典型
的な口－鼻カニューレを一緒に示した斜視図。
【図５】本発明による咬合阻止器の正面図。
【図６】処置中に用いられるように接続されている、本発明による咬合阻止器、及び典型
的な口－鼻カニューレを一緒に示した側断面図。
【図７】本発明の代替実施形態の後面斜視図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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　図１及び図２を参照すると、本発明の咬合阻止器８は、患者の口の外側に位置する近位
端部と、患者の口の内側に位置する遠位端部とを有する、ほぼ楕円形の円筒形本体２０か
ら成る。本体２０は、主口道７を取り囲み、これは内視鏡及び患者の通気を通す大きさで
ある。本体２０の近位端部に一体化しているのはフランジ１４であり、これは患者の唇の
外側に位置し、患者の口に対して咬合阻止器８を位置づける、並びに患者の唇及び歯を内
視鏡から保護するという両方の機能を有する。フランジ１４は、遠位面２２で本体２０に
一体化している。フランジ１４の各側に取り付けられているのは、患者の頭の周りを１周
し、咬合阻止器８の固定を補助する、ストラップ１９用のストラップ取り付けウイング６
である。
【００１０】
　図３を参照すると、本体２０の近位端部から遠位端部に延在しているのは、それぞれ患
者の上顎歯及び下顎歯を設置するための隆起した上面１７及び底面１８である。上面１７
の遠位端部に位置するのは、上面１７にほぼ垂直に突出している、上方突出保持機構９で
ある。上方突出保持機構９は、保持機構９があちこちに移動するのに十分広く口（又はよ
り具体的には歯）を開くことを必要とすることにより患者の口から咬合阻止器８が吐き出
されるのを防ぐための止め具として機能する。同様に、底面１８上にあるのは、同様の目
的のために機能する下方突出保持機構１１である。
【００１１】
　図４及び６を参照すると、本発明の一部の機構は、酸素出口２及びＣＯ2サンプリング
用入口３を備え、当該技術分野において一般に知られている、口－鼻カニューレ１に接続
することを意図する。代表的な口－鼻カニューレは、係属中の出願である米国特許公開第
２００６－００４２６３６号に記載されており、その内容は全文が参照により本明細書に
組み込まれる。酸素出口２は、患者の口腔内に酸素を送達する酸素送達流体ラインの端部
であり、ＣＯ2サンプリング用入口３は、吐き出されたＣＯ2が患者の口腔から入る、カプ
ノメトリー又はカプノグラフィーシステムの流体ラインの端部である。酸素出口２及びＣ
Ｏ2サンプリング用入口３は、患者の口に向かってほぼ垂直な様式で曲がる、カニューレ
１の本体から下方に伸長する管から成る。咬合阻止器の非存在下では、酸素出口２及びＣ
Ｏ2サンプリング用入口３の開口部は、口腔への開口部にある。
【００１２】
　ここで図５も参照すると、本体２０より内側で、本体２０の近位端部から遠位端部に延
在し、主口道７に隣接しているのは、内部ガスチャネル１０である。内部ガスチャネル１
０は、２つの平行に隣接して連結したサブチャネルから成り、それぞれ半円形断面である
。内部ガスチャネル１０は、隆起した上面１７の下にある領域を占有する。内部ガスチャ
ネル１０により、内視鏡による使用のために確保されている主口道７のかなり多くの量の
断面積を使うことなく、咬合阻止器８の近位端部（患者の口より外側）から遠位端部（患
者の口より内側）へガス交換することが可能になり、逆もまた同様である。図４に見られ
るように、内部ガスチャネル１０は、一方のサブチャネルを介して、口－鼻カニューレ１
の酸素出口２から患者の口内へ酸素が流れるための経路を提供し、また他方のサブチャネ
ルを介して、患者の口からカニューレ１のＣＯ2サンプリング用入口３内へＣＯ2が流れる
ための経路を提供する。内部ガスチャネル１０のサブチャネルは、それぞれの孔がカニュ
ーレ１上に位置する場所に応じて、酸素又はＣＯ2のいずれに対しても互換的に用いるこ
とができる。
【００１３】
　酸素口支持体４及びＣＯ2口支持体５は、フランジ１４の近位面２１から突出し、内部
ガスチャネル１０に近接する。酸素口支持体４及びＣＯ2口支持体５は、それぞれ、近位
面２１から延在し、本体２０に長手方向に沿って整列する垂直面に対してほぼ対称的であ
る、ほぼ平坦な伸長部から成る。本体２０の中心軸から離れた側に位置する取り付け点か
ら、酸素口支持体４及びＣＯ2口支持体５は、主口道７の中心に向かってわずかに下方に
傾斜する。酸素口支持体４及びＣＯ2口支持体５はまた、図１及び６で最もよく見られる
ように、遠位方向におよそフランジ１４の厚さだけ延在し、部分的に主口道７と内部ガス
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チャネル１０とを分離している。この配置は、図６に示すように、カニューレ１の酸素出
口２及びＣＯ2サンプリング用入口３の端部が、内部ガスチャネル１０の内部に置かれる
よう設計されている。酸素口支持体４及びＣＯ2口支持体５は、それぞれ、上方に曲がっ
ている四分円形の機構の近位端部で終端し、これは酸素送達システムの酸素出口２及びカ
プノメトリー又はカプノグラフィーシステムのＣＯ2サンプリング用入口３を、口腔付近
によりしっかりと位置づけるための手段を提供する。酸素口支持体４及びＣＯ2口支持体
５は、スコープの動きによって押されることに対して、酸素出口２及びＣＯ2サンプリン
グ用入口３の位置を保護するための手段を提供することを意図する。用語「酸素口支持体
」及び「ＣＯ2口支持体」は、本明細書において例示のためだけに用いられるが、それは
、支持体がほぼ対称であるため、各孔がカニューレ１のどちら側に位置するかに応じて、
互換的に用いることができるためである。
【００１４】
　図７に示すように、本発明の代替実施形態は、咬合阻止器８及びカニューレ１の過剰な
押し合いを防ぎながら、医師が指を患者の口内に短距離挿入して、気管又は食道内に内視
鏡を導くのを補助することを可能にすることにより、追加の機能を付加する。代替実施形
態では、本体２０はその両側の遠位端部に曲線状の切欠部２３を有する。更に、フランジ
１４に一体化し、その両側に広がるのは、ストラップ取り付けウイング伸長部２４であり
、それぞれ薄い弧状の「Ｃ」型突出部から成る。切欠部２３及びストラップ取り付けウイ
ング伸長部２４は、指を、ストラップ取り付けウイング伸長部２４の「Ｃ」型の開いてい
る側面を通して、切欠部２３を越えて、患者の口内に挿入できる大きさであり、そのよう
に位置する。ストラップ取り付けウイング伸長部２４はまた、ストラップが指の邪魔をし
ないように、ストラップ取り付けウイング６を位置づける。この方法では、医師は、主口
道７の断面積を全く使うことなく、また咬合阻止器８及びカニューレ１を過剰に押すこと
なく、指で内視鏡を容易に導くことができる。
【００１５】
　本発明の好ましい実施形態を本明細書に図示及び説明してきたが、このような実施形態
がほんの一例として提供されていることは当業者に明らかであろう。更に、上記全ての構
造は機能を有し、このような構造はその機能を実行するための手段として見なされ得るこ
とを理解すべきである。当業者は、本発明から逸脱することなく、多くの変形、変更及び
代用を思いつくであろう。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲の趣旨及び範囲
によってのみ制限されることを意図する。
【００１６】
〔実施態様〕
　　（１）　患者の口に重なる前側フランジと、前記患者の口腔と通じている開口部と、
を画定する内視鏡用咬合阻止器であって、前記開口部が、前記患者の口腔内に延在し、近
位端部及び遠位端部を有する第１チャネル部材を含み、前記第１チャネル部材が、下方面
及び上方面を有するほぼ円形のチャネルを含み、前記上方面が、前記近位端部及び前記遠
位端部と一致する第２チャネル部材の開口部を画定する、内視鏡用咬合阻止器。
　　（２）　前記第１チャネル部材が楕円形である、実施態様１に記載の咬合阻止器。
　　（３）　前記第２チャネル部材が、第１弓形サブチャネル及び第２弓形サブチャネル
を含む、実施態様１に記載の咬合阻止器。
　　（４）　第１支持部材が、前記前側フランジから近位に延在する、実施態様１に記載
の咬合阻止器。
　　（５）　第２支持部材が、前記前側フランジから近位に延在する、実施態様４に記載
の咬合阻止器。
　　（６）　指又は手術器具に適合する大きさの第１チャネルに隣接する孔を更に含む、
実施態様１に記載の咬合阻止器。
　　（７）　前記第１チャネルが、前記遠位端部から前記近位端部に向かって延在する横
方向切欠部を含む、実施態様６に記載の咬合阻止器。
　　（８）　前記第２チャネル部材が、前記患者にガスを送達する又は前記患者の呼気を
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監視するための管に適合する大きさである、実施態様１に記載の咬合阻止器。
　　（９）　前記第２チャネル部材が、前記患者にガスを送達するための管及び前記患者
の呼気を監視するための管に適合する大きさである、実施態様１に記載の咬合阻止器。
　　（１０）　内視鏡処置を実施するためのキットであって、
　ａ．患者の口に重なる前側フランジと、前記患者の口腔と通じている開口部と、を画定
する咬合阻止器であって、前記開口部が、前記患者の口腔内に延在し、近位端部及び遠位
端部を有する第１チャネル部材を含み、前記第１チャネル部材が、下方面及び上方面を有
するほぼ円形のチャネルを含み、前記上方面が、前記近位端部及び前記遠位端部と一致す
る第２チャネル部材の開口部を画定する、咬合阻止器と、
　ｂ．ガスを受容するための第１孔と、ガスを送るための第２孔と、ガスを前記患者に送
達するための第３孔と、前記患者からガスを受容するための第４孔と、を有するカニュー
レであって、前記第２チャネル部材が、前記第３及び第４孔に適合する大きさである、カ
ニューレと、
　を含む、キット。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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